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平
成
30
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
以
下
「
大
綱
」

と
い
う
。）
が
昨
年
12
月
22
日
に
政
府
に
よ
り
閣
議

決
定
さ
れ
、
本
年
３
月
28
日
に
税
制
改
正
法
案
が

国
会
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。

　

大
綱
で
は
、「
働
き
方
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、

様
々
な
形
で
働
く
人
を
あ
ま
ね
く
応
援
し
、『
働

き
方
改
革
』
を
後
押
し
す
る
」
観
点
か
ら
、
昨
年

に
引
き
続
き
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
を
行
う
と

と
も
に
、
デ
フ
レ
脱
却
と
経
済
再
生
に
向
け
、
賃

上
げ
・
生
産
性
向
上
等
を
促
進
す
る
た
め
の
企
業

向
け
の
税
制
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
今
年
度
の
税
制
改
正
の
中
か
ら
、

我
々
の
暮
ら
し
に
関
係
が
深
い
個
人
所
得
課
税
の

改
正
を
中
心
に
ご
説
明
し
ま
す
。

【 

個
人
所
得
課
税 

】

１
．
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除

か
ら
基
礎
控
除
へ
の
振
替

　

昨
年
度
は
、
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
の
第
一

弾
と
し
て
、
配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控

除
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
度
は
、
個
人

所
得
課
税
の
見
直
し
の
第
二
弾
と
し
て
給
与
所
得

控
除
、
公
的
年
金
等
控
除
、
基
礎
控
除
の
改
正

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
給
与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等

控
除
を
10
万
円
ず
つ
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
基

礎
控
除
を
10
万
円
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

従
来
は
一
つ
の
会
社
で
定
年
ま
で
勤
め
上
げ
、

年
金
生
活
に
入
る
と
い
う
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
が
一
般
的

で
し
た
が
、
働
き
方
の
多
様
化
の
下
で
、
近
年
、

こ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
が
増
え
て
き
た
こ
と

か
ら
個
人
所
得
課
税
の
見
直
し
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

現
行
制
度
で
は
、
給
与
収
入
と
公
的
年
金
等

収
入
の
み
に
給
与
所
得
控
除
や
公
的
年
金
等
控
除

の
所
得
計
算
上
の
所
得
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
ど
の
よ
う
な
所
得
に
も
適
用
さ
れ
る
基
礎

控
除
に
負
担
調
整
を
シ
フ
ト
す
る
と
い
う
改
正
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
、
所
得
税
に
つ
い
て

は
２
０
２
０
年
分
以
降
に
、
個
人
住
民
税
は
２
０

２
１
年
分
以
降
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

２
．
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

　

給
与
所
得
控
除
を
10
万
円
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
そ
の
上
限
を
２
２
０
万
円
（
給
与
収
入
１
０

０
０
万
円
超
）
か
ら
１
９
５
万
円
（
給
与
収
入

８
５
０
万
円
超
）
に
引
き
下
げ
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
高
額
所
得
者
層
に
は
増
税
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
子
育
て
や
介
護
に
対
し
て
配
慮
す
る

観
点
か
ら
、
22
歳
以
下
の
扶
養
親
族
が
同
一
生
計

内
に
い
る
者
や
特
別
障
害
者
の
対
象
と
な
る
扶
養

親
族
等
が
同
一
生
計
内
に
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

負
担
増
が
生
じ
な
い
よ
う
に
措
置
を
講
じ
ま
す
。

　
「
給
与
所
得
控
除
額
の
改
正
」
は
【
表
１
】
を

ご
覧
下
さ
い
。

３
．
公
的
年
金
等
控
除
の
見
直
し

　

公
的
年
金
等
控
除
も
給
与
所
得
控
除
と
同
じ
く

10
万
円
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、
控
除
の
上
限
を

新
た
に
設
け
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

従
来
は
控
除
上
限
が
無
く
高
額
の
年
金
所
得
者

に
手
厚
い
仕
組
み
で
し
た
が
、
改
正
は
そ
の
層
に

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
関
す
る

平
成
30
年
度
税
制
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

地
域
社
会
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
協
会

業
務
部

１
級
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
技
能
士

村
上　

滋
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と
っ
て
増
税
と
な
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
公
的

年
金
等
の
収
入
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
、

控
除
上
限
が
１
９
５
・
５
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
公
的
年
金
等
収
入
以
外
の
所
得
金
額
が

１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
こ
の
控
除
額

を
10
万
円
引
き
下
げ
、
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

場
合
に
は
こ
の
控
除
額
を
20
万
円
引
き
下
げ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
【
表
２
】。

４
．
基
礎
控
除
の
見
直
し

　

控
除
額
が
一
律
10
万
円
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
合
計
所
得
金
額
が
２
４
０
０
万
円
超

の
人
は
ラ
ン
ク
に
応
じ
控
除
額
が
減
少
し
、
２
５

０
０
万
円
超
の
人
は
基
礎
控
除
の
適
用
が
無
く
な

り
ま
す
【
次
ペ
ー
ジ
の
表
３
】。

　

な
お
、
給
与
収
入
と
年
金
収
入
の
両
方
あ
る
人

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
控
除
が
減
少
す

る
の
に
対
し
、
基
礎
控
除
の
増
額
が
10
万
円
と
一

定
の
た
め
、
結
果
と
し
て
増
税
に
な
っ
て
し
ま
う

場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
調
整

が
入
り
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
に
よ
り
主
に
影
響
を
受
け
る
人
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

＜

増
税＞

・
給
与
収
入
８
５
０
万
円
超
の
人
（
な
お
、介
護
・

子
育
て
世
帯
は
影
響
の
無
い
よ
う
に
調
整
）。

・
公
的
年
金
等
収
入
が
１
０
０
０
万
円
超
の
人

（
所
得
控
除
の
上
限
を
設
定
の
た
め
）。

・
公
的
年
金
等
以
外
の
所
得
が
１
０
０
０
万
円
超
の
人
。

給与等の収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払金額）

給与所得控除額

改正前 改正後

162.5万円以下 65万円 55万円

162.5万円超  180.0万円以下      収入金額 × 40%       収入金額 × 40% －  10万円 

180.0万円超  360.0万円以下      収入金額 × 30% +   18万円       収入金額 × 30% +     8万円

360.0万円超  660.0万円以下      収入金額 × 20% +   54万円       収入金額 × 20% +   44万円

660.0万円超  850.0万円以下
     収入金額 × 10% + 120万円

      収入金額 × 10% + 110万円
850.0万円超1000万円以下

195万円
                            1000万円超　 220万円

【表１】給与所得控除額の改正

※　特別障害者、23歳未満の扶養親族を有するもの及び特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するものは、本改正による税負
担は変わりない調整が入る。

公的年金等の収入金額

公的年金等控除額

改正前

改正後

  「公的年金等に係る雑所得」以外の所得に係る
   合計所得金額が1000万円以下の人（※３）

 130万円未満 70万円（※1） 60万円（※２）

 130万円以上410万円未満   年金収入 ×25% +   37.5万円（※1）         年金収入 × 25% +   27.5万円（※２）

 410万円以上770万円未満   年金収入 ×15% +   78.5万円         年金収入 × 15% +   68.5万円
770万円以上1000万円未満

  年金収入 ×  5% + 155.5万円
        年金収入 ×   5% + 145.5万円

1000万円以上 195.5万円

【表２】公的年金等控除額の改正

※１ 年齢65歳以上の者は120万円を下限とする。
※２ 年齢65歳以上の者は110万円を下限とする。
※３ この金額が1000万円超2000万円以下の者は、上記計算結果の控除額から10万円、2000万円超のものは20万円を差し引いた金額を

公的年金等控除額とする。
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＜

減
税＞

・
給
与
収
入
や
公
的
年
金
等
収
入
の
無
い
人
・

少
な
い
人
（
主
に
自
営
業
、
フ
リ
ー
タ
ー
等
）。

５
．
各
種
控
除
項
目
の　
　
　
　
　
　
　

見
直
し
に
伴
う
調
整

　

給
与
所
得
控
除
等
の
10
万
円
の
引
き
下
げ
に
伴

い
、
各
種
控
除
の
対
象
要
件
の
合
計
所
得
金
額

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
考
慮
し
、
調
整
を
行
い
、

影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
さ
れ
ま
す
。
具
体
的

に
は
、【
表
４
】
と
な
り
ま
す
。

６
．
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
見
直
し

・
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
口
座
開
設
時
の
手
続
き
見
直
し

　
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
ニ
ー
サ
）」
と
は
上
場
株
式
等
に

係
わ
る
売
却
益
や
配
当
金
に
つ
い
て
、
一
定
期
間

所
得
税
・
住
民
税
が
非
課
税
と
な
る
制
度
で
す

が
、
複
数
の
口
座
で
は
出
来
な
い
た
め
、
そ
の

確
認
（
税
務
署
等
）
を
行
う
の
に
相
当
の
日
数

（
場
合
に
よ
れ
ば
１
ヶ
月
程
度
）
が
掛
か
っ
て

い
ま
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
従
来
、
確
認
後
で
な
け

れ
ば
株
式
等
の
買
付
け
が
出
来
な
か
っ
た
も
の
を
、

確
認
前
に
買
付
け
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

平
た
く
言
う
と
、「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
や
っ
て
み
よ

う
！
」
と
思
っ
た
時
に
口
座
を
開
設
し
、
即
、

買
付
け
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

・
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
非
課
税
期
間
終
了
時
の
手
続
き
の

見
直
し

　

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
非
課
税
期
間
終
了
時
に

ロ
ー
ル
オ
ー
バ
ー（
非
課
税
運
用
を
継
続
す
る
こ
と
）

所得控除の種類
所得控除の基準となる合計所得金額

対象 改正前 改正後

配偶者控除 配偶者の合計所得金額 38万円以下 48万円以下

配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額 38万円超123万円以下 48万円超133万円以下

扶養控除 扶養親族の合計所得金額 38万円以下 48万円以下

【表４】所得控除の基準となる合計所得金額の改正

合計所得金額

基礎控除額

所得税 個人住民税

改正前 改正後 改正前 改正後

　 2400万円以下

38万円

48万円

33万円

43万円

2400万円超2450万円以下 32万円 29万円

2450万円超2500万円以下 16万円 15万円

                       2500万円超 控除額無し 控除額無し

【表３】基礎控除額の改正
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を
し
な
い
場
合
、
特
定
口
座
へ
移
管
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

（
こ
の
見
直
し
は
、
非
課
税
期
間
終
了
時
に
ロ

ー
ル
オ
ー
バ
ー
す
る
と
い
う
意
思
表
示
の
無
い

場
合
を
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
従
来
は
税
務

対
応
等
が
面
倒
な
一
般
口
座
へ
の
移
管
で
し
た
）

　

こ
れ
ら
は
２
０
１
９
年
１
月
か
ら
の
適
用
と

な
り
ま
す
（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、

【
表
５
】
を
参
照
く
だ
さ
い
）。

　　

そ
の
他
、
所
得
税
課
税
の
改
正
は
、
青
色
申
告

特
別
控
除
の
控
除
額
の
引
き
下
げ
（
65
万
円
→
55

万
円
）
等
が
あ
り
ま
す
が
、
詳
細
は
省
略
し
ま
す
。

【 

資
産
課
税 

】

　

資
産
課
税
の
税
制
改
正
に
も
一
部
触
れ
て
お
き

ま
す
。

小
規
模
宅
地
等
評
価
減
特
例
の
改
正

　

相
続
税
の
改
正
で
、
小
規
模
宅
地
等
評
価
減

の
特
例
が
改
正
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は「
知
る
人
ぞ
知
る
」土
地
相
続
の
特
例
で
、

相
続
す
る
自
宅
土
地
の
評
価
額
（
相
続
税
計
算
の

基
準
額
）
が
１
０
０
％
か
ら
20
％
へ
80
％
も
大
幅

に
下
が
る
大
変
有
利
な
特
例
で
す
。

　

被
相
続
人
の
配
偶
者
や
同
居
親
族
等
が
、
相

続
税
を
支
払
え
ず
に
、
や
む
な
く
住
ん
で
い
る
自

宅
を
売
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
避
け
る
た
め
の

特
例
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
被
相
続
人
が
い
わ
ゆ
る
独
居
老
人
で
あ

っ
た
場
合
、
自
宅
を
所
有
し
て
い
な
い
親
族
等
が

相
続
す
る
時
も
適
用
可
能
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
自
宅
を
わ
ざ
わ
ざ
売
っ
て
賃
貸
物
件

に
住
ん
だ
り
、
社
宅
に
入
っ
た
り
し
て
、
大
幅
な

評
価
減
を
受
け
る
相
続
税
対
策
が
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
が
一
部
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
相
続

税
対
策
と
し
て
小
規
模
宅
地
等
の
評
価
減
を
お
考

え
の
方
は
、
要
注
意
の
改
正
で
す
。
本
年
４
月
１

日
以
後
の
相
続
、遺
贈
に
適
用
さ
れ
ま
す（【
表
６
】

参
照
）。

　

そ
の
他
の
個
人
所
得
課
税
の
改
正
に
、
事
業
承

継
税
制
の
拡
充
・
緩
和
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
省
き
ま
す
が
、
従
来
、
前
提
条
件
が
厳
し
く
、

納
税
猶
予
の
対
象
が
限
定
的
で
あ
っ
た
も
の
が
、

大
幅
に
拡
充
・
緩
和
さ
れ
ま
す
。
中
小
企
業
経
営

者
の
高
齢
化
が
待
っ
た
な
し
で
進
む
中
、
世
代
交

代
を
後
押
し
す
る
税
制
改
正
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
こ
の
措
置
は
平
成
30
年
１
月
か
ら
10
年
間

の
時
限
措
置
で
す
。

【 

そ
の
他 

】

　

法
人
課
税
の
改
正
も
、平
成
29
年
度
に
引
き
続
き
、

賃
上
げ
・
生
産
性
向
上
等
の
後
押
し
を
す
べ
く
、

税
制
上
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
の
税
制
改
正
と
し
て
、
観
光
促
進
の
た

め
の
税
と
し
て
、
国
際
観
光
旅
客
税
の
創
設
（
出
国

１
回
に
つ
き
１
０
０
０
円
特
別
徴
収
）、
た
ば
こ

税
の
増
税
等
が
あ
り
ま
す
。

項目 ＮＩＳＡ 積立ＮＩＳＡ ジュニアＮＩＳＡ

対象者 20歳以上 20歳以上 20歳未満

年間上限額 120万円 40万円 80万円

非課税期間 投資した年から最長5年間 投資した年から最長20年間 投資した年から最長5年間

ロールオーバー
（非課税運用を継続すること） 有り 無し 有り

期間（投資した年） 2014年～2023年 2018年～2037年 2016年～2023年

その他 2014年､ 2015年は
年間上限100万円 投資対象は一定の株式投信 18歳まで原則払い出し不可

【表５】ＮＩＳＡのまとめ

【表６】小規模宅地等の特例について新たに追加された要件

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する

イ.　相続開始前３年以内に、その者の３親等以内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に
　　 居住したことがある者
ロ.　相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
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